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2 0 2 4 年⚑月 18 日 印刷 関西大学 第７３巻
2 0 2 4 年⚑月 25 日 発行 法学論集 第５号

編 集 兼
発 行 人 関 西 大 学 法 学 会

振替 0 0 9 1 0 - 4 - 6 6 8 8 2

印 刷 所 ㈱冨山房インターナショナル
東京都文京区千石2-25-11

発 行 所 関 西 大 学 法 学 会
大阪府吹田市山手町⚓丁目⚓番35号

関西大学法学部内

本号は関西大学からの一部補助により刊行されている。
(Ⓒ関西大学法学会 2024)

JI 
ー
し
—

IL 

|丁_
| 

|丁_
| 

口
一

ロ


